
魚沼市消防署北部分署構内排雪業務委託仕様書

１．概 要

本仕様書は、魚沼市(以下｢甲｣という。)が委託する魚沼市消防署北部分署(以下｢北

部分署｣という。)の排雪業務にかかる契約について、受注者(以下｢乙｣という。)を決

定するために適用する。

２．委託場所

魚沼市 長鳥 地内

３．委託契約期間

契約締結の日から令和 5年 3月 31 日まで

４．業務内容

土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和 23年法律第 178 号)に規定する祝日

及び 12月 29 日から翌年 1月 3日までの日(以下｢休日｣という。)を除く市職員等が出

勤する日並びに休日であっても甲から指示があった日に北部分署構内堆雪場の排雪を

行う。

【堆雪場面積】

600 ㎡

【作業方法】

排雪作業は北部分署堆雪場の雪をバックホウで大型ダンプに積込み、魚沼市東野

名地内の排雪場に運搬し排雪する。

５．委託業務実施基準

（１） 排雪機械は次の規格以上のものを使用すること。

①バックホウ 0.8 ㎥ １台

②大型ダンプ 10t ２台

（２） 排雪作業は、日中とし甲から連絡を受けたときに実施するものとする。

６．一冬の排雪作業予定数量

※ 契約は 1回ごとの単価契約とする。

※ 予定数量は、契約期間内においてその数量を保証するものではなく、実際の数量が

増減しても契約単価は変わらないものとする。ただし、大幅な変動が生じた場合は、

甲乙協議のうえ、決定することができる。

区 分 作業回数
作業時間

バックホウ 0.8 ㎥(1 台) 大型ダンプ 10ｔ(2 台)

日 中 年/2 回 １回/8時間 １回/8時間



※ 時間帯区分

７．提出書類

乙は、１ヶ月ごとに作業報告書及び作業前・作業後の写真を提出すること。ただし、

甲の担当職員が必要でないと認めたときは、この限りでない。

８．安全管理

作業の安全管理については、すべて乙の責任において行うものとし、事故を未然に

防ぐよう徹底するものとする。

９．損 害

委託業務の実施について生じた損害は、すべて乙の負担とする。

乙は、委託業務の実施に当たり第三者に損害を与えたときは、速やかにその旨を甲

に報告し、その損害を賠償しなければならない。

10．業務の中止

甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、業務委託を中止することができ

る。この場合において、業務委託の中止により乙が損害を受けたとしても、乙は、甲

に対してその補償を請求することができないものとする。

（１） 乙の責めに帰する理由により委託業務を完了しないとき、又は完了する見込み

がないと認められるとき。

（２） この仕様書に定める内容に違反したとき。

11．委託料

月払いとし、各月の業務終了報告及び検査合格後、適法な請求書を受理してから３

０日以内に支払う。

12．その他

（１）本業務を実施するにあたり、甲は、待機等に伴う乙への補償料及び委託料を、原

則、支払わないものとする。

（２）この仕様書に定めなき事項又は本業務の実施にあたり疑義が生じた場合は、甲乙

協議のうえ、決定するものとする。

区 分 時 間 帯

日 中 08:00～17:00


